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 輸入相談時によくある質問を Q＆A 形式でまとめました。厚生労働省ホームページに掲
載されている情報は、該当するページにリンクしています。付属書の｢輸入食品業務関連事
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Q1 輸入相談業務について 

 
Ｑ1-1 輸入相談の方法を知りたい 

 
A:輸入食品相談指導室では、食品等の輸入者や関係事業者の自主的な衛生管理の推進を
図るため輸入前相談を実施しています。 
 食品等の輸入手続き、検査命令や検査強化品目等の輸入時の検査体制、日本の食品添加
物や残留農薬等の食品衛生法の規制等について相談を希望される方は、お気軽にご利用下
さい。 
  相 談 日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）  
  相談時間  8：30～12:00、13:00～17：15 

  相談方法  原則として、面談方式で実施します。過去に食品等の輸入実績がある輸入者

で、検査項目の助言等簡易な相談内容であれば、FAX等による相談も実施し

ます。 

  相談費用  無 料  

 

 
Q1-2 相談の予約方法を知りたい 

 
A:相談は予約制ですので、事前に電話で予約し来所ください。 
   電話番号 078-672-9655 FAX番号 078-672-9662 
      

    
 
 
 
  神戸検疫所食品監視課 
   輸入食品相談指導室 
  〒652-0866  
  神戸市兵庫区遠矢浜町 1-1   
 
    地下鉄  和田岬駅下車 
   J  R   徒歩 15分 
      

駐車場  有 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ﾉｴﾋﾞｱｽﾀｼﾞｱﾑ 
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Q1-3 事前に準備する相談資料を教えてほしい 

 

A:輸入予定の商品ごとに､次の内容が確認できる資料をご用意ください。 

資料は、英語の場合はそのまま提出していただいてかまいませんが、英語以外の言語の場

合や、提出される資料が多い場合は、日本語訳を提出してください。 

 

 未加工食品 

 

① 輸出者（英名）、所在地 ②包装者（英名）、所在地 

 

 

 加工食品 

 

 

 

 

 

 

①製造者（英名）、所在地 ②製造所（英名）、所在地 

③原材料（食品添加物を含む場合は、物質名、使用量） 

④製造加工方法 

⑤容器包装の材質 

⑥保管方法 

⑦用途 

 

 

 食品添加物 

 

 

 

 

 

 

①製造者（英名）、所在地 ②製造所（英名）、所在地 

③物質名 

④添加物製剤の場合は、成分 

⑤使用目的 

⑥容器包装の材質 

⑦保管方法 

 

 

 器  具 

 容器包装 

 

 

①製造者（英名）、所在地 ②製造所（英名）、所在地 

③食品又は添加物が触れる部分の材質 

 （組み合わせ器具の場合は、展開図、部品リスト） 

 

 

 指定おもちゃ 

 

 

 

 

 

 

①製造者（英名）、所在地 ②製造所（英名）、所在地 
③材質 

④可塑化された材質の有無 

⑤可塑化された材質の場合は可塑剤の物質名 

⑥塗膜の材質 

⑦使用・販売方法（遊び方、対象年齢、販売先等） 

 

 ＊輸入者名（相談者が輸入者でない場合に限る）、自主検査予定項目、輸入予定港、 
  輸入時期についても確認しますので、事前に確認をお願いします。 
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Q1-4 相談には商品サンプルが必要ですか 

 

A:相談時に商品サンプルの提出は、必須ではありませんが、お手元に商品サンプル、カタロ
グ、写真があれば相談書類とともに提出してください。商品サンプルは、相談終了後お返し
します。 
 

 

Q1-5 加工食品の原材料が確認できる資料とは、どのようなもの必要ですか 

 

A:製造者が作成した原材料表（ingredient list）を入手してください。 
 エネルギー量、タンパク質、脂質等の栄養成分表の提出は必要ありません。 
 製造者より資料を入手できていない場合は、輸入者が事前の調査結果を整理した書類を
作成し、提出してください。 
 使用基準がある食品添加物が使用されている場合は、物質名、使用目的、使用量が記載
されているか確認してください。 
 

 

Q1-6 加工食品の製造工程が確認できる資料とは、どのようなものが必要ですか 

 

A:製造者が作成した製造工程表を入手してください。 
 食品によっては個別に、製造、加工基準が規定されているものがありますので、殺菌方法
等詳細な製造工程表の入手が必要になります。製造者より資料を入手できていない場合
は、輸入者が事前の調査結果を整理した書類を作成し、提出してください。(Q3-5参照） 
 

 

Q1-7 組み合わせ器具の展開図と部品リストとはどのようなものが必要ですか 

 

A：組み合わせ器具とは、食品製造用機械や浄水器、ウォーターサーバー等様々な材質の部
品を組み合わせて製造された器具をいいます。 
 展開図とは、部品が製品のどの部分に組み込まれているかを示した図です。部品リスト
は、組み込まれる部品がどのような材質からできているのかを整理したリストです。 
 製造者から展開図と部品リストを入手することにより、自主検査が必要な部品を特定でき
ます。 
 部品がガラス、陶磁器、ホーロー、合成樹脂、ゴムの場合は、部品リストに材質に加えて色
を記載したものを入手してください。製造者より資料を入手できていない場合は、輸入者が
事前の調査結果を整理した書類を作成し、提出してください。 
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Q2輸入者責務等について 

 

Q2-1 輸入者責務について知りたい 

 

A:安全な食品の供給を実現するためには、食品の生産から販売に至るまでの各段階におい
て食品の供給に携わるものが、自ら自覚と責任感をもって、安全な食品を供給するよう努め
ることが重要です。食品安全基本法第８条第１項において、輸入者を含む食品等事業者の責
務として、自ら食品の安全性の確保について一義的責任を有していることを認識し、食品の
安全性を確保するために必要な措置を講じることとされ、また、食品衛生法第３条第１項に
おいて、自らの責任において輸入食品等の安全性を確保するため、必要な知識及び技術の
取得、原材料の安全性の確保、自主検査の実施等について努めなければならないとされて
います。 
 

 

Q2-2 輸入者の記録の作成及び保存について知りたい 

 

A:食品衛生法第３条第２項に基づき、輸入者は、輸入食品等の流通状況についての確
認が常時行えるように、食品等に関する輸入や販売状況の記録等の適正な作成、保存
に努め、食品衛生法違反が発見された場合は、関係する検疫所又は都道府県等に当
該情報を速やかに提供できるようにしてください。 
 記録の作成及び保管については、「食品衛生法第１条の３第２項食品等事業者の記録の作
成及び保存に係る指針（平成１５年８月２９日付け食安発第 0829001 号）」を参考にしてく
ださい。 

 ※ 平成１５年法律第５５号による食品衛生法の改正で、”第１条の３”から”第３条”へ条番号が変更されていま

す。 
〇輸入者が行う記録事項 

輸入時の記録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〇可能な限り記録の作成保存に努めるべき事項 
食品等の品名 
製造又は加工者の名称及び所在地 
製品又は加工品のロットが確認可能な情報 
輸入届出年月日 
輸入年月日 
輸入届出番号 
製品又は加工品についての製造方法 
製品の原材料（添加物を含む。）の品名 
輸入時の検品を実施した場合の当該記録（外観、表示、温度等） 
法第 11 条の規格基準への適合に係る検査を実施した場合の当該記
録 
輸入量 

△記録の作成保存が期待される事項 
  内容量 
 生産者の名称及び所在地 
 保管業者名 

販売時の記録 

 

〇可能な限り記録の作成保存に努めるべき事項 
  食品等の品名 
 食品等の出荷又は販売先の名称及び所在地 

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/siryo/dl/siryo02c.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/siryo/dl/siryo02d.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/siryo/dl/siryo02o.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/siryo/dl/siryo02o.pdf
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 製品又は加工品のロットが確認可能な情報 
 出荷又は販売年月日 
 出荷量又は販売量（出荷先又は販売先毎、1日又は 1回毎） 

△記録の作成保存が期待される事項 
  内容量 
 出荷又は販売時の検品を実施した場合の当該記録（外観、表示、温度 
等） 
 出荷又は販売に係る保管及び運搬業者名 

注１：中小企業（資本・出資額１億円以下又は従業員 100 人以下）は、全てを｢記録の作成
保存が期待される事項｣とする。 

注２：器具及び容器包装については、その性格上、食中毒の危害要因としての影響は食品
等に比べて相対的に小さいと考えられることから、全てを「記録の作成・保存が期待
される事項」とする。 

 
〇記録書類 
 記録事項の確認が可能な書類（電磁的記録によるものを含む。）があれば良く、専用の帳
簿を作成する必要はありません。 
（書類例） 
 仕入又は販売台帳、注文書、契約書、送り状、領収書、食品等輸入届出書控等、他の目的の
為に作成する仕入・出荷・販売の記録に係る書類等 
 
〇記録保存期間 
 取り扱う食品等の流通実態（消費期限又は賞味期限）に応じて、合理的な期間を設定して
ください。参考保存期間は、販売後１年～３年です。 
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Q3事前調査等について 

 

Q3-1 輸入前の調査事項を知りたい 

 

A:輸入する食品等が、食品添加物、残留農薬、動物用医薬品、成分規格、製造加工基準など
食品衛生法に適合するか十分な事前調査が必要です。 輸入する品目によって調査事項も異
なります。毎年度厚生労働大臣により策定される｢輸入食品監視指導計画｣の別表２の確認
事項を参考にして事前調査を実施してください。 
 加工食品を輸入する場合は、｢輸入加工食品の自主管理に関する指針（ガイドライン）｣を
参考にし、調査を実施してください。 
 なお、原材料に加工食品を使用している場合は、その原材料までさかのぼって指定外添加
物が使用されていないか確認してください。 

厚生労働省ホーム > テーマ別に探す > 政策分野別に探す；健康・医療；食品 
> 各施策情報 > 輸入食品 > 輸入食品監視業務；施策紹介 > 参考資料 
> 参考資料：輸入食品の安全を守るために 

 

 

Q3-2 日本で使用できる食品添加物を調べたい 

 

A:日本で使用できる食品添加物は、原則として内閣総理大臣が指定したものだけです。これ
は、天然物であるかどうかに関わりません。例外的に、指定を受けずに使用できるのは、既
存添加物、天然香料、一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用さ
れるものだけです。未指定の添加物を輸入、使用することはできません。  
 それぞれの添加物のリストは消費者庁のホームページで確認できます。 
※２０２４年 4月 1日に、食品衛生基準行政は、消費者庁に移管されました。 
    指定添加物リスト（食品衛生法施行規則別表第１） 
    既存添加物名簿 
    天然香料基原物質リスト 
  一般に食品として飲食に供させている物であって添加物として使用される品目リスト 

消費者庁ホーム > 政策；政策一覧；食品衛生基準審査 > 食品添加物 
> 添加物のリスト等 

 

 

Q3-3 食品添加物の使用基準について調べたい 

 

 A:食品添加物には使用基準（使用上限量、対象食品など）が定められているものがあり、そ
の使用基準の範囲内において使用が認められています。 

使用基準の例 

対象食品を制限しているもの 

 

～に「使用」してはならない 
～以外に「使用」してはならない 

使用量を制限しているもの 

 

 

～を超えて「残存」しないように使用しなければならない 
「使用量」は～g／kg以下でなければならない 
「使用量」は食品中の～％でなければならない 

使用目的を制限しているもの 

 

～「目的」以外に使用してはならない 
～以外の「用途」に使用してはならない 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/kanshi/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1aj.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/sankou/
https://www.ffcr.or.jp/tenka/list/post-11.html
https://www.ffcr.or.jp/tenka/list/post-12.html?OpenDocument
https://www.ffcr.or.jp/tenka/list/post-13.html?OpenDocument
https://www.ffcr.or.jp/tenka/list/post-14.html?OpenDocument
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives#h2_2
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最終製品での処理を条件にし
ているもの 

最終製品の完成前に「除去又は中和」しなければならな
い 

  添加物の使用基準リストは消費者庁のホームページで確認できます。 
※２０２４年 4月 1日に、食品衛生基準行政は、消費者庁に移管されました。 
    食品添加物使用基準リスト 

消費者庁ホーム > 政策；政策一覧；食品衛生基準審査 > 食品添加物 
> その他 > よくある質問；その他（事業者向け情報） 

 

 

Q3-4 農薬、動物用医薬品、飼料添加物の残留基準を調べたい 

 

A:食品中に残留する農薬などが、人の健康に害を及ぼすことのないよう、全ての農薬、飼料
添加物、動物用医薬品について、残留基準を設定しています。 
 残留基準は、食品安全委員会が人が摂取しても安全と評価した量の範囲で、食品ごとに
設定されています。農薬などが、基準値を超えて残留する食品の輸入は、食品衛生法によ
り、禁止されています。 
 残留基準は消費者庁のホームページで確認することができます。 
※２０２４年 4月 1日に、食品衛生基準行政は、消費者庁に移管されました。 
   食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物の限度量一覧表 
 注意１：｢食品において不検出とされる農薬、飼料添加物及び動物用医薬品｣は、リストの

物質が食品から検出されてはいけません。 
 注意２：抗生物質・合成抗菌剤については、限度量一覧表に基準が無い場合は、｢食品は、

抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない｣が適応されま
す。 

 注意３：農薬等は、限度量一覧表に基準が無い場合は、一律基準0.01ppmが適応されま
す。 

消費者庁ホーム > 政策；政策一覧；食品衛生基準審査 > 食品中の残中農薬等 
 

 

Q3-5 食品の製造加工基準、成分規格、保存基準を調べたい 

 

A:食品には、食品衛生法第 11 条に基づき一般の成分規格、製造、加工基準、保存基準があ

ります。また、下記のとおり個別に成分規格、製造基準、加工基準、保存基準が定められてい

る食品があるので、それぞれの基準に適合するか確認をしてください。 

品 名 

 

成分規格 

 

製造、加工、 
調理基準 

保存基準 

 

清涼飲料水 〇 〇 〇 

粉末清涼飲料 〇 〇 〇 

氷 雪 〇 〇 × 

氷 菓 〇 〇 〇 

食肉及び鯨肉 × 〇 〇 

生食用食肉 〇 〇 〇 

食鳥卵 〇 〇 〇 

血液、血球及び血漿 × 〇 〇 

https://www.ffcr.or.jp/tenka/list/post-17.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/qa_business
https://db.ffcr.or.jp/front/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/591228-1.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/pesticide_residues
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/591228-1.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/370b.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/370c.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/000832226.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000069965.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/000832225.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000094498.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/05.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/06.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000094499.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/08.pdf
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食肉製品 〇 〇 〇 

鯨肉製品 〇 〇 〇 

魚肉ねり製品 〇 〇 〇 

いくら、すじこ、たらこ 〇 × × 

ゆでだこ 〇 〇 〇 

ゆでがに 〇 〇 〇 

生食用鮮魚介類 〇 〇 〇 

生食用かき 〇 〇 〇 

寒 天 〇 × × 

穀類、豆類及び野菜 〇 〇 × 

生あん 〇 〇 × 

豆 腐 × 〇 〇 

即席めん類 〇 × 〇 

冷凍食品 〇 〇 〇 

容器包装詰加圧加熱殺菌食品 〇 〇 × 

 成分規格等は、消費者庁のホームページで確認することができます。 
※２０２４年 4月 1日に、食品衛生基準行政は、消費者庁に移管されました。 

消費者庁ホーム > 政策；政策一覧；食品衛生基準審査 > その他 
> その他の食品の規格基準；食品別の規格基準について 

 

 

Q3-6 食品への放射線照射について知りたい 

 

A:以下の場合を除いて、食品の製造、加工、保存に、放射線（原子力基本法第 3 条第 5 号に
規定するものをいう。）を照射することはできませんので、照射食品の輸入はできません。           
外国では、食品の殺菌等の目的で放射線照射が行われている場合がありますので、事前に
製造者等に放射線照射をしていないことを確認してください。 
 ①製造工程又は加工工程の管理のために照射する場合で、食品の吸収線量が 0.10グレ

以下のとき                                                                     
 ②ばれいしょの発芽防止目的（Q3-5穀類、豆類及び野菜の規格基準参考）                 

原子力基本法第 3条第 5号で規定される放射線 
  アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線、中性子線、 
  ガンマ線及び特性エックス線（軌道電子捕獲に伴って発生する特性エックス線に限
る）、１メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線 

 

 

Q3-7 食品添加物の規格基準について調べたい 

 

A:食品添加物には、食品衛生法第 11 条に基づき成分規格、製造基準、保存基準がある物質
があります。規格基準は、食品添加物公定書に規定されていますので、事前に確認してくだ
さい。 
※２０２４年 4月 1日に、食品衛生基準行政は、消費者庁に移管されました。 

消費者庁ホーム > 政策；政策一覧；食品衛生基準審査 > 食品添加物 
> 第 10版食品添加物公定書 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000071198.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000094500.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000094505.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/12.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000094501.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000094502.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000126765.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/000465641.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/17.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/000988780.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/19.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/000335938.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/21.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000126767.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category/assets/0000094504.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/other/category
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/official_002/
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Q3-8 器具・容器包装の規格基準について調べたい 

  

A:器具・容器包装には、食品衛生法第１８条に基づき材質の一般規格、原材料の材質別規
格、用途別規格、製造基準があります。   器具、容器包装の規格基準 
 合成樹脂製の器具・容器包装は、その原材料が安全性を評価した物質であるか確認する必
要があります（いわゆる「ポジティブリスト制度」）。また、販売の相手方に対し、ポジティブリ
スト適合を確認できる情報を提供しなければなりません。 
 ポジティブリスト制度は２０２５年５月３１日まで経過措置がとられます。 

経過措置終了まで（２０２５年５月３１日まで）の情報はこちら 
 経過措置終了後（２０２５年６月１日以降）は完全に施行されます。 

経過措置終了後（２０２５年６月１日以降）の情報はこちら 
※２０２４年 4月 1日に、食品衛生基準行政は、消費者庁に移管されました。 

消費者庁ホーム > 政策；政策一覧；食品衛生基準審査  
> 器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤 > 施策紹介（器具又は容器包装） 

 

 

Q3-9 指定おもちゃの規格基準について調べたい 

 

A:食品衛生法第６２条により厚生労働大臣の指定するおもちゃには、規格、製造基準があり
ます。 
 指定おもちゃの規格基準、範囲、検査などについては、以下の通知を参考にしてくださ
い。 
※２０２４年 4月 1日に、食品衛生基準行政は、消費者庁に移管されました。 

おもちゃの規格基準 
指定おもちゃの範囲等に関するＱ＆Ａについて 
おもちゃに係る改正に関する Ｑ＆Ａについて（その３）  
消費者庁ホーム > 政策；政策一覧；食品衛生基準審査  
> 器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤 > 施策紹介（おもちゃ） 

 
 
 

  

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/assets/000757879.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/positive_list
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/positive_list
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance#h2_1
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/assets/000757880.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/assets/20090914-1_1.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/assets/20080812-1_1.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance#h2_2
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Q4輸入手続きについて 

 

Q4-1 食品衛生法に基づく届出について知りたい 

 

A:食品衛生法第２７条で「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容
器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、その都度厚生労働大
臣に届け出なければならない。」と定められています。 
 また、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大
臣の指定するおもちゃについては、食品衛生法第６８条による準用規定により、届出の対象
とされています。 
 輸入者は、輸入の都度検疫所に｢食品等輸入届出書｣を提出しなければなりません。届出
方法には、通関情報処理システム（NACCS)を利用し電子的に届出する方法と、書面で届出
する方法があります。（Q4-４及びQ4-6参照） 
神戸検疫所には、届出受付窓口が２箇所ありますので、注意ください。 

届 出 窓 口 担 当 地 域 

食品監視課 
神戸市兵庫区遠矢浜町 1-1 

兵庫県（食品監視第二課の担当区域を除く）、 
岡山県、香川県、徳島県 

食品監視第二課  
神戸市東灘区向洋町西１ 
神戸税関六甲アイランド出張所
内 

兵庫県 
（尼崎市、西宮市（山口町を除く。）、伊丹市、宝塚
市、川西市、川辺郡、芦屋市及び神戸市（東灘区及
び灘区に限る。）に限る。） 

 

 届出が必要な食品等の定義は以下のとおりです。（食品衛生法第４条） 

食 品 

 

すべての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律 （昭和 35年法律第 145号）に規定す
る医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。 

添加物 

 

食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食
品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。 

器 具 

 

 

 

飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯
蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に
直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業に
おける食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含ま
ない。  

容器包装 

 

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受
する場合そのままで引き渡すものをいう。  

 

 

Q4-2 食品等輸入届出書の様式を入手したい 

 

A:食品等輸入届出書の様式は、別添１の標準様式と別添３の輸入手続統一様式の２種類あ
ります。様式はどちらか１つを選択し、提出してください。 
 輸入手続き統一様式とは、輸入手続関連省庁（財務省、農林水産省）ごとに個別に作成し、
提出していた申告書類等を利用者の利便性向上を目的として関連省庁間で共通化したもの
で、具体的には、輸入申告書（税関）、輸入検査申請書（動物検疫）、植物、輸入禁止品等輸入
検査申請書（植物防疫）、食品等輸入届出書（食品衛生）が対象となります。 
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 別添１の様式は、厚生労働省ホームページより入手することができます。 
 

厚生労働省ホーム > テーマ別に探す > 政策分野別に探す；健康・医療；食品 
> 各施策情報 > 輸入食品 > 輸入食品監視業務；施策紹介  
> 輸入手続き；食品衛生法に基づく輸入手続き；各種様式 

 

 

Q4-3 食品等輸入届出書の記入方法を知りたい 

 

A:食品等輸入届出書の記入方法は、標準様式は別添２のとおりです。 輸入手続統一様式を
ご利用される場合は、別途お問い合わせください。 
 輸入食品監視支援業務関連コードは、輸出入・港湾関連情報処理センター(株)のNACCS
掲示板の業務コード集に掲載されています。 
  

 

Q4-4 食品等輸入届出書を提出する方法を知りたい 

 

A:届出は、同じ内容を記載した届出書を２部作成し、検疫所窓口に持参するか、郵送してく
ださい。郵送する場合は、返送用の封筒に切手を貼り同封してください。なお、届出手続き
は、通関業者による代行も可能です。（神戸検疫所住所は、Q4-１参照） 
 

 

Q4-5 輸入届出手続きの代行業者（通関業者）を紹介して欲しい 

 

A:検疫所では輸入届出等の手続き代行業者（通関業者）の紹介はしておりません。 
 神戸通関業会（TEL:078-331-3996)に問い合わせください。 
 

 

Q4-6 電子的に食品等輸入届出書を提出する方法を知りたい 

 

A:NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System）を利
用することにより、届出書を電子的に提出することができます。 
 届出手続を通関業者に依頼せず NACCS の利用を希望される場合、まずは NACCS 掲
示板ホームページより手続きを行い利用者 IDの取得をお願いします。 
 次に入出力装置の設置の届出を行います。厚生労働省ホームページ「入出力装置の届出に
ついて」の手順に従って届出してください。 
 

 

Q4-7 貨物の到着前に届出したい 

 

A:検疫所への届出は、貨物到着の７日前より届出することが可能です。（事前届出制度） 
 書類審査の結果、検査が必要ないと判断した場合は、届出の事前返却も可能です。 
 器具、容器包装、おもちゃについては事前返却の希望を届出時に申し出てください。食品
の場合は、別添４の「衛生管理説明書」の提出が必要です。 
 衛生管理説明書の様式は厚生労働省ホームページより入手できます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/system/code/
https://www.kobe-tsukan.gr.jp/
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/userguide/
https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/use/userguide/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index_00032.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index_00032.html
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厚生労働省ホーム > テーマ別に探す > 政策分野別に探す；健康・医療；食品 
> 各施策情報 > 輸入食品 > 輸入食品監視業務；施策紹介  
> 輸入手続き；食品衛生法に基づく輸入手続き；各種様式 

 

 

Q4-8 届出手続等を簡素化する制度を知りたい 

 

 A:届出手続きを簡素化する制度には以下のものがあります。制度詳細、利用方法、手続き
方法などはご相談ください。 

計画輸入制度 

 

 

特定の食品、器具、容器包装について、同一食品等を
繰り返し輸入する場合、一定期間検疫所への届出を省
略できる制度です。 （別添５参照） 

品目登録制度 

 

 

検疫所へ品目登録要請をすることにより、食品等輸入
届出書の記載（入力）事項の省略及び試験成績書等書
類の添付を省略できる制度です。  （別添６参照） 

輸入食品等事前確認制度 

 

 

 

 

 

 

この制度は、厚生労働省が、日本の食品衛生法に基づ
く施設、食品等の衛生管理や食品等の規格基準等に
適合するか、輸出国製造者の事前確認を行い、適合す
る場合は、当該製造者が輸出する食品は、届出書審査
のみで輸入することができます。登録期間は３年間で
す。 
この制度を利用するには、製造者が、輸出国政府機関
を通じて厚生労働省に事前確認申請をする必要があ
ります。 

輸入食品等安全情報登録制度 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人日本輸入食品安全推進協会が「輸入食
品等安全情報登録提供事業」として実施する制度で
す。  
届出時に提出した試験成績書、原材料表､製造工程表
等の提出を省略することができます。  
詳細については、公益財団法人日本輸入食品安全推
進協会(TEL03-5695-0819)にお問い合わせくだ
さい。登録を行った場合は、届出書の登録番号３欄に
その番号を記載して届出してください。 

 

 

Q4-9 営業用に使用しない場合の手続きを知りたい 

 

A:個人用、試験研究用、展示用、装飾用等営業用に使用しない場合は、食品等輸入届出書の
提出は必要ありません。届出対象外であることの文書確認を希望される場合は、別添７の
｢確認願｣に必要事項を記入し検疫所に提出してください。 
 提出方法は、「食品等輸入届出書」を書面で届出する方法と同様です。｢確認願｣様式は、厚
生労働省ホームページより入手することができます。 

厚生労働省ホーム > テーマ別に探す > 政策分野別に探す；健康・医療；食品 
> 各施策情報 > 輸入食品 > 輸入食品監視業務；施策紹介  
> 輸入手続き；食品衛生法に基づく輸入手続き；各種様式 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html
https://www.asif.or.jp/
https://www.asif.or.jp/
https://www.asif.or.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html
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Q5検査制度について 

 

Q5-1 輸入時の検査制度を知りたい 

 

A:輸入時の検査には、命令検査、自主（指導）検査、モニタリング検査、衛生検査があります。 

命 令 検 査 
 
 
 

 

自主検査やモニタリング検査、国内での収去検査等において法違反
が判明するなど、法違反の可能性が高いと見込まれる食品等につ
いて、輸入者に対し、輸入の都度、実施を命じる検査です。 
検査結果判明まで輸入することはできません。検査は登録検査機関
において実施し、検査費用は輸入者の負担です。 

指 導 検 査 
（ 自 主 検 査 ）  

 

 

 

 

 

 

輸入者の自主的な衛生管理の一環として、国が輸入者に対して定期
的な（初回輸入時を含む）実施を指導する検査です。 
検査結果判明まで輸入することはできません。検査は登録検査機関
において実施し、検査費用は輸入者の負担です。 
自主検査の実施は、以下の３つの方法があります。 
 ①届出貨物で実施する方法 
 ②外国公的検査機関を利用する方法 
 ③サンプルを輸入して実施する方法 

モニタリング検査 

 

 

 

 

多種多様な輸入食品について、食品衛生上の状況について幅広く
監視し、必要に応じて輸入時検査を強化する等の対策を講じること
を目的として、国が年間計画に基づいて実施する検査です。 
検査結果の判明を待たずに輸入可能です。検査は検疫所において
実施し、費用負担は国が行います。 

衛 生 検 査 

 

 

 

初回輸入食品等の確認、食品衛生法に違反する食品等の確認、輸送
途中で事故が発生した食品等の確認等、検疫所の食品衛生監視員
により実施される検査です。 
検査結果判明まで輸入することはできません。 

 

 

Q5-2 登録検査機関を紹介してほしい 

 

A:検疫所では検査機関の紹介はしておりません。食品衛生法に基づく登録検査機関は、厚
生労働省のホームページにリストが掲載されていますので、確認してください。 

厚生労働省ホーム > テーマ別に探す > 政策分野別に探す；健康・医療；食品 
> 施策情報；対象者別施策情報の紹介；事業者向け情報 > 各施策情報 
> 登録検査機関 

 

 

Q5-3 命令検査、自主検査の費用、検査日数を知りたい 

 

A:命令検査、自主検査は、輸入者又は通関業者から登録検査機関に検査依頼を行って頂き
ます。検査費用、日数は、登録検査機関によって異なりますので、検査機関に直接お問い合
わせください。 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/kikan/index.html
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Q5-4 外国公的検査機関について知りたい 

 

A:輸出国の公的検査機関で事前に検査を受け、その成績書が添付されている場合は、検疫
所における指導検査が省略されます。ただし、輸送途上において変化するおそれのある項目
（細菌、カビ毒等）は除きます。 
 成績書は届出貨物との同一性が確認できる情報（製品名、製造者名、輸入者名等）が成績
書に記載されている必要があります。 
   輸出国の公的検査機関リストは、厚生労働省ホームページに掲載されています。 

厚生労働省ホーム > テーマ別に探す > 政策分野別に探す；健康・医療；食品 
> 各施策情報 > 輸入食品 > 輸入食品監視業務；施策紹介  
> 輸入手続き；各種制度；参考情報 > 外国公的検査機関一覧 

 

 

Q5-5 サンプルで自主検査をする方法を知りたい 

 

A:届出を行わない食品等で自主検査を実施するには、製造者から検査サンプルを、直接、登
録検査機関に送付しなければいけません。また、検査サンプルには、サンプルの関係情報資
料を、同封することが必要です。サンプルの送付の手順は、別添８を参照ください。 
 登録検査機関が発行するサンプル検査の試験成績書には、以下の（ⅰ）の記載と（ⅱ）の書
類が添付されますので、届出前に内容を確認し、提出してください。 
 

（ⅰ）検査結果通知書に平成２０年７月３１日付け食安輸発第０７３１００１号に定める事項
の 
 ほか、次の事項が記載されていること。 

① 製造者又は輸出者から登録検査機関に直接送付された未開封（税関等行政機関
の検査による開封を除く。）の検体を検査に供したこと 

② 当該検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名等 
③ 原材料、材質等 
④ 下記（ⅱ）に掲げる書類が当該検体に係るものであることを確認した上で検査を
実施したこと 

（ⅱ）検査結果通知書に製造者等が作成した次の書類が添付されていること。 
① 当該検体を特定する名称、品番、JAN コード、製造者名等及び当該検体が製造
者等から登録検査機関に直接送付されたことを証するインボイス、船荷証券
（B/L）等 

② 当該検体を特定するカタログ、写真等 
③ 当該検体が部品である場合は、製品との関連を示す展開図などの図面等 
④ 適用される規格基準が特定可能な原材料、材質及び製造方法（検体が加工食品
の合に限る。）を証する書類 

 

 

Q5-6 同一食品等の継続的輸入について知りたい（自主検査試験成績書有効期限） 

 

A:輸送途上において変化するおそれのある項目（細菌、カビ毒等）を除き、初回輸入時に食
品等に係る試験成績書を届出書に添付して提出し、審査の結果、特に問題がないと判断さ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index_00019.html
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れたものについて、同一の食品等を繰り返し輸入する場合は、次回から一定の期間、指導検
査が省略できます。ただし、検査命令等、別途通知に定める場合は除きます。 
 

継続的輸入に係る自主検査成績書の有効期間 

品  目 有効期限  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

食品製造用機械 
無着色のガラス製器具及び容器包装 
ステンレス製器具及び容器包装 
アルミニウム製器具及び容器包装 

 
        ３年 

 

 

食品、添加物、上記以外の器具及び容器包装、おもちゃ         １年 

ただし、 
1. ワイン等同一原材料により同一時に同一製造所において製造したことが明白と判

断さ れる食品については、当初の自主検査成績書の写し等が提出された場合、
自主検査成績書の発行年月日を問わず、自主検査の指導はしません。 

2. 上記１．以外であって、食品中の添加物のうち、同一原材料、同一製造工程及び同
一 製造所において製造したことが「添加物の使用に係る説明書」（別添９）により
確認できる場合、自主検査成績書の発行年月日を問わず、自主検査の指導はしま
せん。 

3. 器具・容器包装及びおもちゃのうち、その材質、使用する着色料及び製造法等が同
一であるものについては、当初の自主検査成績書の写し等が提出された場合、自
主検査成績書の発行年月日を問わず、自主検査の指導はしません。 
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Q6 食品衛生法違反について 

 

Q6-1 輸入相談時の食品衛生法違反事例を知りたい 

 

 A:相談時の違反事例は、指定外添加物の使用、指定添加物の対象外食品への使用及び基
準値を超える使用など添加物の不適切な使用によるものが大半を占め、その他、清涼飲料
水の製造基準（殺菌方法）の不適合等があります。 
 輸入相談の際に食品衛生法違反と判断された代表的な事例は、厚生労働省ホームページ
に掲載されています。 

厚生労働省ホーム > テーマ別に探す > 政策分野別に探す；健康・医療；食品 
> 各施策情報 > 輸入食品 > 輸入食品監視業務；施策紹介  
> 違反事例 > 本貨物の輸入に先立つ輸入相談の代表的な違反事例 

 

 

Q6-2 違反食品等を輸入しないためにはどうすればいいですか 

 

 A:輸入者自身が食品衛生に関する正しい知識をもち、輸出国製造者等の事前調査を十分
におこなうことが重要です。調査の方法は、「Q3 事前調査等について」を参考にしてくださ
い。 
 また、検査による科学的な検証も必要ですので、自主検査を実施し、安全確認をしてくだ
さい。 
 
 

 

Q6-3 届出した食品等が食品衛生法違反となった場合の対応を知りたい 

 

A:法違反のあった輸入者に対して、検疫所長から食品衛生法違反通知書を交付します。 
〇貨物の処置 
 通関前の貨物の場合は、積戻、廃棄若しくは食用外転用するよう指導します。 
 通関済の場合は、輸入者を管轄する都道府県等（保健所）の指示に従うよう指導します。 
〇法違反の再発防止 
 違反原因の調査、報告を指導します。 
 違反食品等と同一製品を再度輸入する場合は、改善結果についても報告を指導します。 
〇違反輸入者の公表 
 食品衛生法第 69条の規定に基づき、輸入者名、対象輸入食品等の違反情報が、厚生労
働省ホームページに掲載されます。 

厚生労働省ホーム > テーマ別に探す > 政策分野別に探す；健康・医療；食品 
> 各施策情報 > 輸入食品 > 輸入食品監視業務；施策紹介  
> 違反事例 

  

https://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1ta.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/ihan/index.html
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Q7 その他 

 

Q7-1 食薬区分の確認方法を知りたい 

 

A:検疫所に届出が必要な｢食品｣とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律（旧薬事法）（昭和 35 年法律第 145 号）に規定する医薬品及び医薬部外
品を除く全ての飲食物をいいます。 
 薬事の該否については、下記の担当部署に問い合わせてください。確認先は、貨物の状況
によって違いますのでご注意ください。 

到着貨物の場合:近畿厚生局 健康福祉部 薬事監視指導課 06-6942-409６ 

輸入前貨物の場合：各都道府県薬事法主管部（局）  

 食薬区分については、｢無承認無許可医薬品の指導取締りについて｣(昭和４６年６月１日
薬発第４７６号）を参考にしてください。 

消費者庁ホーム > 政策；政策一覧；食品衛生基準審査 > 食品添加物 
> 施策紹介；その他；医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成
分本質（原材料） > 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成
分本質（原材料）」の食品衛生法上の取扱いの改正について 

 

 

Q7-2 輸入食品に関係する他法令について知りたい 

 

A:畜産食品（食肉、食肉製品等）は、農林水産省動物検疫所へ家畜伝染病予防法に基づく輸
入手続きが必要です。 
 農産食品(野菜、果物等）は、農林水産省植物防疫所へ植物防疫法に基づく輸入手続きが
必要です。その他法令、連絡先は別添１０のとおりですので参考にしてください。 
 

 

Q7-3 食品表示の相談先を知りたい 

 

A:食品の表示指導は、消費者庁食品表示課(TEL:03-3507-8800(代表））、または、別
添１０の都道府県等関係機関にご相談ください。 
 

 

Q7-4 食品等の輸出について相談したい 

 

A:検疫所では、食品等の輸出に関する業務はおこっていません。 
 食品の輸出に関しては、農林水産省の輸出相談窓口又は、独立行政法人日本貿易振興機
構（ジェトロ）の輸出相談窓口にご相談ください。 
 また、水産食品、食肉、乳、家きん卵の輸出及び自由販売証明書については、厚生労働省
輸出食品のホームページにも情報が掲載されていますので、参考にしてください。 

厚生労働省ホーム > テーマ別に探す > 政策分野別に探す；健康・医療；食品 
> 各施策情報 > 輸出食品 

 

tel:06-6942-409
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/amendment
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/amendment
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_soudan/index.html
https://www.jetro.go.jp/
https://www.jetro.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yusyutu/
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